
 

千葉県循環器病対策推進計画に関する意見募集について 

令 和 ４ 年 １ １ 月 １ ６ 日 

千葉県健康福祉部健康福祉政策課 

電話：０４３-２２３-２６０９ 

 

 

 

 

 

１ 計画の題名 

千葉県循環器病対策推進計画 

 

２ 計画の根拠となる法律の条項 

健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に

関する基本法第 11 条 

 

３ 関連資料 

千葉県循環器病対策推進計画（案） 

 

４ 案の公示日 

令和４年１１月１６日（水） 

 

５ 意見提出期限 

令和４年１２月９日（金）※必着 

 

６ 意見等提出方法 

別紙の意見提出様式に御記入の上、千葉県健康福祉部健康福祉政策課政策室ま

で、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませ

んので御了承ください。 

また、御意見を提出していただく際、題名は「千葉県循環器病対策推進計画（案）

に係る意見」としてください。 

なお、提出意見は、日本語を使用してください。 

（１）電子メールを使用する場合 

電子メールアドレス：khseisaku@mz.pref.chiba.lg.jp 
千葉県健康福祉部健康福祉政策課政策室宛て 

県では、令和元年 12 月に施行された「健康寿命の延伸等を図るための脳

卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法」等に基づき、本

県の「健康寿命の延伸」及び「循環器病の年齢調整死亡率の減少」を目指す

ための計画の策定を進めています。 

このたび、千葉県循環器病対策推進計画（案）を取りまとめましたので、

県民の皆様からの御意見を募集します。 



 

（２）郵送する場合 

〒２６０－８６６７ 千葉市中央区市場町１番１号 

千葉県健康福祉部健康福祉政策課政策室宛て 

（３）ファックスを利用する場合 

ファックス番号：０４３－２２２－９０２３ 

千葉県健康福祉部健康福祉政策課政策室宛て 

 

８ 留意事項 

皆様から提出いただいた御意見を考慮した上で、今後、千葉県循環器病対策推

進計画の策定を行います。 

なお、御意見に対する個別の回答はいたしませんので、御了承願います。 

また、個人情報及び個人の特定につながる内容は公表しません。 

 

９ 資料の入手方法 

（１）閲覧場所 

・千葉県健康福祉部健康福祉政策課（県庁本庁舎１１階） 

・県庁県政情報コーナー（県庁本庁舎２階） 

・各地域振興事務所 

・各健康福祉センター 

・千葉県文書館行政資料室 

 

（２）配布場所 

・千葉県健康福祉部健康福祉政策課（県庁本庁舎１１階） 

 

（３）千葉県ホームページの掲載 

https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/iken/2022/junkankibyoukeikaku.html 

 


